
　以下の告示・通知等により、本書の内容に補正が生じましたのでお知らせします。

頁 欄 行 備考

　001～163  　　　(略) 　001～163  　　　(略)

　164　椎体形成用材料セット 　164　椎体形成用材料セット

　　  　　注 ア　　(略) 　　  　　注 ア　　(略)

早421 上から8行目 イ イ 字句訂正

ウ 　（新 設） 字句挿入

　165～230  　　　(略) 　165～230  　　　(略)

 D006-18　ＢＲＣＡ１／２遺伝子検査  D006-18　ＢＲＣＡ１／２遺伝子検査

564 右 下から5行目 字句挿入

　　 　(2)・(3)　　　(略) 　　 　(2)・(3)　　　(略)

 D023　微生物核酸同定・定量検査  D023　微生物核酸同定・定量検査

　　 　(1)～(38)　　　　(略) 　　 　(1)～(38)　　　　(略)

635 右 下から10行目 　（新 設） 字句挿入

 Ⅱ　医科点数表の第２章第１部、第３部から第６部まで及び第
　　９部から第12部までに規定する特定保険医療材料（フィルム
　　を除く。）及びその材料価格

 Ⅱ　医科点数表の第２章第１部、第３部から第６部まで及び第
　　９部から第12部までに規定する特定保険医療材料（フィルム
　　を除く。）及びその材料価格

令和６年度版「医科診療報酬点数表（早見表付）」の追補について（第10報）

訂正後 訂正前

　・令和6年12月27日　保医発1227第4号　検査料の点数の取扱いについて

　・令和6年12月27日　保医発1227第2号　「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について

(39)

(1)

　マイコプラズマ・ジェニタリウム核酸及びマクロライド耐性
変異同時検出は、以下のいずれかに該当する場合で
あって、リアルタイムＰＣＲ法により測定した場合に、本区
分の「12」の膣トリコモナス及びマイコプラズマ・ジェニタリ
ウム核酸同時検出の所定点数を準用して算定する。

(1)

　当該材料セットは、原発性骨粗鬆症による場合は１回の手術に
対し１セットを、多発性骨髄腫又は転移性骨腫瘍による場合は３
セットを限度として算定する。

　当該材料セットは、骨粗鬆症、多発性骨髄腫又は転移性骨腫
瘍に対して使用した場合に、１回の手術で３セットを限度と して
算定できる。なお、続発性骨粗鬆症に対して使用する場合は 、
関連学会の定める適正使用指針に従って使用した場合に限り算
定できる。

　骨粗鬆症に対して、１回の手術で２セット以上使用した場合は、
医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に記載す
る。

　「１」腫瘍細胞を検体とするものについては、初発の進行
卵巣癌患者又は転移性去勢抵抗性前立腺癌患者の腫
瘍細胞を検体とし、次世代シーケンシングにより、抗悪性
腫瘍剤による治療法の選択を目的として、ＢＲＣＡ１遺伝
子及びＢＲＣＡ２遺伝子の変異の評価を行った場合に限り
算定する。

　「１」腫瘍細胞を検体とするものについては、初発の進行
卵巣癌患者、転移性去勢抵抗性前立腺癌患者又は転移
性、再発若しくはＨＥＲ２陰性の術後薬物療法の適応とな
る乳癌患者の腫瘍細胞を検体とし、次世代シーケンシン
グにより、抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的とし
て、ＢＲＣＡ１遺伝子及びＢＲＣＡ２遺伝子の変異の評価を
行った場合に限り算定する。



ア

イ

 D285　認知機能検査その他の心理検査  D285　認知機能検査その他の心理検査

　　 　(1)～(9)　　　　(略) 　　 　(1)～(9)　　　　(略)

693 右 下から17行目 字句挿入

　　 　(11)～(15)　　　　(略) 　　 　(11)～(15)　　　　(略)

 N002　免疫染色（免疫抗体法）病理組織標本作製  N002　免疫染色（免疫抗体法）病理組織標本作製

　　 　(1)～(10)　　　　(略) 　　 　(1)～(10)　　　　(略)

1248 右 下から16行目 　（新 設） 字句挿入(11)

(10) (10)　「Ｄ２８５」認知機能検査その他の心理検査の「１」の「イ」
の簡易なものとは、ＭＡＳ不安尺度、ＭＥＤＥ多面的初期
認知症判定検査、ＡＱ日本語版、日本語版ＬＳＡＳ－Ｊ、
Ｍ－ＣＨＡＴ、長谷川式知能評価スケール、ＭＭＳＥ及び
神経心理検査用プログラム（視線の情報を連続的に収集
し神経心理検査を行うもの）を用いる検査のことをいい、
「ロ」のその他のものとは、ＣＡＳ不安測定検査、ＳＤＳうつ
性自己評価尺度、ＣＥＳ－Ｄうつ病（抑うつ状態）自己評
価尺度、ＨＤＲＳハミルトンうつ病症状評価尺度、ＳＴＡＩ状
態・特性不安検査、ＰＯＭＳ、ＰＯＭＳ２、ＩＥＳ－Ｒ、ＰＤＳ、
ＴＫ式診断的新親子関係検査、ＣＭＩ健康調査票、ＧＨＱ
精神健康評価票、ブルドン抹消検査、ＷＨＯＱＯＬ26、Ｃ
ＯＧＮＩＳＴＡＴ、ＳＩＢ、Ｃｏｇｈｅａｌｔｈ（医師、看護師又は公
認心理師が検査に立ち会った場合に限る。）、ＮＰＩ、ＢＥ
ＨＡＶＥ－ＡＤ、音読検査（特異的読字障害を対象にした
ものに限る。）、ＷＵＲＳ、ＭＣＭＩ－Ⅱ、ＭＯＣＩ邦訳版、Ｄ
ＥＳ－Ⅱ、ＥＡＴ－26、ＳＴＡＩ－Ｃ状態・特性不安検査（児
童用）、ＤＳＲＳ－Ｃ、前頭葉評価バッテリー、ストループテ
スト、ＭｏＣＡ－Ｊ及びＣｌｉｎｉｃａｌＤｅｍｅｎｔｉａ Ｒａｔｉｎｇ（ＣＤＲ）
のことをいう。

　「Ｄ２８５」認知機能検査その他の心理検査の「１」の「イ」
の簡易なものとは、ＭＡＳ不安尺度、ＭＥＤＥ多面的初期
認知症判定検査、ＡＱ日本語版、日本語版ＬＳＡＳ－Ｊ、
Ｍ－ＣＨＡＴ、長谷川式知能評価スケール及びＭＭＳＥ
のことをいい、「ロ」のその他のものとは、ＣＡＳ不安測定検
査、ＳＤＳうつ性自己評価尺度、ＣＥＳ－Ｄうつ病（抑うつ
状態）自己評価尺度、ＨＤＲＳハミルトンうつ病症状評価
尺度、ＳＴＡＩ状態・特性不安検査、ＰＯＭＳ、ＰＯＭＳ２、Ｉ
ＥＳ－Ｒ、ＰＤＳ、ＴＫ式診断的新親子関係検査、ＣＭＩ健
康調査票、ＧＨＱ精神健康評価票、ブルドン抹消検査、
ＷＨＯＱＯＬ26、ＣＯＧＮＩＳＴＡＴ、ＳＩＢ、Ｃｏｇｈｅａｌｔｈ（医
師、看護師又は公認心理師が検査に立ち会った場合に
限る。）、ＮＰＩ、ＢＥＨＡＶＥ－ＡＤ、音読検査（特異的読字
障害を対象にしたものに限る。）、ＷＵＲＳ、ＭＣＭＩ－Ⅱ、
ＭＯＣＩ邦訳版、ＤＥＳ－Ⅱ、ＥＡＴ－26、ＳＴＡＩ－Ｃ状態・
特性不安検査（児童用）、ＤＳＲＳ－Ｃ、前頭葉評価バッテ
リー、ストループテスト、ＭｏＣＡ－Ｊ及びＣｌｉｎｉｃａｌＤｅｍｅｎｔ
ｉａ Ｒａｔｉｎｇ（ＣＤＲ）のことをいう。

　ｐ１６タンパクは、子宮頸部上皮内腫瘍（ＣＩＮ）が疑われ
る患者であって、ＨＥ染色で腫瘍性病変の鑑別が困難な
ものに対してＨＱリンカーを用いて免疫染色病理標本作
製を行った場合に、本区分の「１」エストロジェンレセプ
ターを準用して算定する。

　マイコプラズマ・ジェニタリウム感染症を疑う患者に対
して、治療法の選択を目的として行った場合。

　マイコプラズマ・ジェニタリウム感染症の患者に対し
て、治療効果判定を目的として行った場合。


